
 
九
⽉
定
例
会
に
上
程
さ
れ

た
、
議
案
第
五
⼗
⼀
号
 
平

成
⼗
六
年
度
⼩
松
島
市
⽔
道

事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ

い
て
、
議
案
第
五
⼗
⼆
号
 

平
成
⼗
六
年
度
⼩
松
島
市
⾃

動
⾞
運
送
事
業
会
計
決
算
の

認
定
に
つ
い
て
、
議
案
第
六

⼗
⼋
号
 
平
成
⼗
六
年
度
⼩

松
島
市
⼀
般
会
計
歳
⼊
歳
出

決
算
及
び
同
年
度
各
特
別
会

計
歳
⼊
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
は
、
継
続
審
査
に
付

さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
⼗
七

年
⼗
⽉
三
⼗
⼀
⽇
よ
り
⼗
⼀

⽉
⼆
⽇
ま
で
の
三
⽇
間
に
わ

た
り
決
算
審
査
特
別
委
員
会

︵
議
員
全
員
︶
を
開
催
し
審

査
を
⾏
っ
た
。
⼗
⽉
三
⼗
⼀

⽇
は
企
業
会
計
、
⼗
⼀
⽉
⼀

⽇
と
⼆
⽇
は
⼀
般
会
計
と
同

年
度
の
各
特
別
会
計
に
⽇
程

を
決
定
し
、
各
担
当
者
よ
り

説
明
を
受
け
、
ま
た
、
監
査

委
員
の
決
算
審
査
意
⾒
書
の

説
明
を
求
め
審
査
し
た
。

経
常
収
⽀
⽐
率

改
善
を
求
め
る

 
⼀
般
会
計
に
つ
い
て
は
、

歳
⼊
額
は
百
四
⼗
⼋
億
三
千

六
百
四
⼗
七
万
四
千
百
⼋
⼗

⼆
円
、
歳
出
総
額
は
百
四
⼗

五
億
九
千
⼆
百
三
⼗
⼀
万
九

千
五
百
九
⼗
⼆
円
、
歳
⼊
歳

出
差
引
額
は
⼆
億
四
千
四
百

⼗
五
万
四
千
五
百
九
⼗
円
で

あ
る
が
、
翌
年
度
へ
繰
り
越

し
す
べ
き
財
源
は
⼆
億
五
百

⼋
⼗
⼀
万
七
千
円
で
、
翌
年

度
へ
繰
り
越
し
、
ま
た
は
繰

り
上
げ
充
⽤
⾦
三
千
⼋
百
三

⼗
三
万
七
千
五
百
九
⼗
円
で

あ
る
。
経
常
収
⽀
⽐
率
は
九

九
・
ニ
％
で
あ
り
、
平
成
⼗

⼆
年
度
よ
り
毎
年
増
加
し
て

お
り
、
今
後
、
集
中
改
⾰
プ

ラ
ン
を
作
成
し
て
財
政
健
全

化
に
向
け
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 
次
に
、
各
特
別
会
計
に
つ

い
て
、
競
輪
事
業
で
は
、
歳

⼊
百
三
七
億
⼆
百
七
⼗
七
万

⼀
千
百
九
四
円
、
歳
出
総
額

は
百
三
六
億
九
千
四
百
五
⼗

三
万
九
千
七
円
、
翌
年
度
へ

繰
越
額
は
⼋
百
⼆
⼗
三
万
⼆

千
百
⼋
⼗
七
円
で
あ
る
。

 
住
宅
新
築
資
⾦
等
貸
付
事

業
は
、
歳
⼊
五
千
七
百
⼆
⼗

六
万
九
千
⼗
三
円
、
歳
出
は

⼆
億
⼀
千
六
百
三
⼗
六
万
四

千
六
⼗
三
円
。
差
引
額
は
⼀

億
五
千
九
百
九
万
五
千
五
⼗

円
の
⾚
字
で
あ
る
。

五
億
三
千
万
円
の
⾚
字

⽼
⼈
保
健
医
療

 
⽼
⼈
保
健
医
療
事
業
に
つ

い
て
は
、
歳
⼊
は
三
⼗
九
億

九
百
⼗
⼋
万
七
千
百
⼋
⼗
六

円
、
歳
出
は
四
⼗
四
億
三
千

七
百
⼆
⼗
七
万
⼀
千
三
百
六

⼗
六
円
、
差
引
額
は
五
億
⼆

千
⼋
百
⼋
万
四
千
百
⼋
⼗
円

の
⾚
字
で
あ
る
。

 
国
⺠
健
康
保
険
に
つ
い
て

は
、
歳
⼊
は
三
⼗
⼋
億
⼆
千

九
百
三
⼗
⼋
万
九
千
九
百
⼋

⼗
七
円
、
歳
出
は
三
⼗
六
億

⼀
千
六
百
六
⼗
⼀
万
五
千
四

百
六
⼗
五
円
、
繰
越
額
は
⼆

億
⼀
千
⼆
百
七
⼗
七
万
四
千

五
百
⼆
⼗
⼆
円
。

 
⼟
地
取
得
事
業
に
つ
い
て
、

歳
⼊
は
⼆
千
万
円
、
歳
出
は

⼆
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

 
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、

歳
⼊
は
三
⼗
七
億
五
千
四
百

⼋
⼗
四
万
五
千
五
百
三
⼗
六

円
、
歳
出
は
三
⼗
六
億
⼆
千

七
百
⼗
⼋
万
⼀
千
九
百
⼗
⼋

円
、
翌
年
度
繰
越
額
は
⼀
億

⼆
千
七
百
六
⼗
六
万
三
千
六

百
⼗
⼋
円
と
な
っ
て
い
る
。

 
公
共
下
⽔
道
事
業
に
つ
い

て
、
歳
⼊
は
九
億
⼋
百
四
⼗

⼀
万
九
千
三
百
九
⼗
円
、
歳

出
は
⼋
億
六
千
六
百
六
⼗
六

万
⼋
千
九
百
三
⼗
⼋
円
、
歳

⼊
歳
出
額
は
四
千
百
七
⼗
五

万
四
百
五
⼗
⼆
円
、
翌
年
度

へ
繰
り
越
し
す
べ
き
財
源
は

四
千
百
七
⼗
五
万
円
。

 
各
特
別
会
計
の
決
算
に
つ

い
て
は
⾮
常
に
厳
し
い
財
政

状
態
で
あ
る
。

借
⼊
⾦
残
⾼
三
⼗
⼆
億
円

⽔
道
事
業
会
計

 
⽔
道
事
業
会
計
に
つ
い
て

は
、
当
初
予
算
額
六
億
四
千

四
百
六
⼗
⼀
万
九
千
円
に
対

し
、
決
算
額
は
六
億
四
千
六

百
⼗
⼀
万
四
千
六
百
三
⼗
三

円
で
、
予
算
額
と
の
⽐
較
で

は
百
四
⼗
九
万
五
千
六
百
三

⼗
三
円
の
増
で
あ
る
。
ま
た
、

未
償
還
残
⾼
は
三
⼗
⼆
億
四

千
七
百
万
で
あ
り
、
今
後
、

⽔
道
経
営
計
画
を
⽴
て
、
⽔

道
事
業
の
運
営
に
努
め
る
よ

う
指
摘
し
た
。

 
⾃
動
⾞
運
送
事
業
会
計
で

は
、
当
初
予
算
額
三
億
⼋
千

九
百
六
⼗
万
七
千
円
に
対
し
、

決
算
額
は
四
億
⼀
千
七
⼗
⼆

万
⼆
千
四
⼗
九
円
で
あ
り
、

⽐
較
で
は
⼆
千
百
⼗
⼀
万
五

千
四
⼗
九
円
の
増
で
あ
る
が
、

営
業
収
益
で
国
・
県
な
ど
補

助
⾦
及
び
賃
貸
料
等
が
減
額

さ
れ
て
お
り
、
今
後
市
バ
ス

の
経
営
に
つ
い
て
は
厳
し
い

と
思
わ
れ
る
。

⾏
政
改
⾰
に
真
摯
に

取
り
組
む
よ
う
、
附
帯
決
議

 
審
査
の
過
程
で
、
各
委
員

の
質
疑
、
意
⾒
等
を
踏
ま
え
、

議
案
第
五
⼗
⼀
号
 
平
成
⼗

六
年
度
⼩
松
島
市
⽔
道
事
業

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

と
、
議
案
第
五
⼗
⼆
号
の
⼩

松
島
市
⾃
動
⾞
運
送
事
業
会

計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
は
、

挙
⼿
多
数
に
よ
り
認
定
す
る

こ
と
に
決
し
た
。

 
ま
た
、
議
案
第
六
⼗
⼋
号

 
平
成
⼗
六
年
度
⼀
般
会
計

歳
⼊
歳
出
決
算
及
び
同
年
度

の
各
特
別
会
計
決
算
の
認
定

に
つ
い
て
は
、
⾏
政
改
⾰
の

﹁
集
中
改
⾰
プ
ラ
ン
﹂
を
作

成
し
、
真
摯
に
取
り
組
み
、

そ
の
実
を
上
げ
る
よ
う
附
帯

決
議
を
つ
け
、
挙
⼿
多
数
に

よ
り
認
定
す
る
こ
と
に
決
し

た
。
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皆さんからの請願・陳情６件のうち３件採択しました

請願第7号

最
低
保
障
年
⾦
制
度
の

 
 
 
 
 
 
創
設
を
求
め
る

継続
・
請
願
の
趣
旨

 
す
べ
て
の
国
⺠
に
、
⽼
後
の
⽣
活
を
保
障
す
る
年
⾦
制
度
に
す
る
た
め
、

全
額
国
庫
負
担
の
最
低
保
障
年
⾦
制
度
を
つ
く
る
こ
と
は
緊
急
の
課
題
に

な
っ
て
い
る
。
次
の
事
項
を
実
現
す
る
た
め
、
意
⾒
書
を
提
出
さ
れ
る
よ
う

請
願
す
る
。

⼀
、
消
費
税
に
よ
ら
な
い
全
額
国
庫
負
担
の
最
低
保
障
年
⾦
制
度
を
創
設
す

る
こ
と
。

⼆
、
基
礎
年
⾦
の
国
庫
負
担
を
直
ち
に
⼆
分
の
⼀
に
す
る
こ
と
。

陳情第4号

介
護
保
険
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
デ
イ
ケ

ア
の
利
⽤
者
の
⾷
費
補
助
制
度
化

を
求
め
る

不採択
・
陳
情
の
趣
旨

 
介
護
保
険
法
が
改
定
さ
れ
、
保
険
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
⾷
事
提
供
費
⽤
に

つ
い
て
保
険
給
付
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
⼀
回
四
百
⼗
円
程

度
が
⾷
事
代
に
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⾼
齢
者
の
孤
独
と
状
態
悪
化

を
ま
ね
く
事
態
を
避
け
る
た
め
次
の
と
お
り
陳
情
す
る
。

⼀
、
⾃
治
体
と
し
て
、
在
宅
要
介
護
者
の
閉
じ
こ
も
り
防
⽌
と
栄
養
改
善
の

た
め
に
、
通
所
サ
ー
ビ
ス
利
⽤
者
に
⼀
回
四
百
円
程
度
の
⾷
事
代
補
助
を

制
度
化
し
て
く
だ
さ
い
。

請願第9号

⽣
活
保
護
と
児
童
扶
養
⼿
当
の
国
庫

負
担
削
減
の
中
⽌
を
国
に
求
め
る

採択
・
請
願
の
趣
旨

 
厚
⽣
労
働
省
は
、
⼗
⼀
⽉
四
⽇
に
、
⽣
活
保
護
や
児
童
扶
養
⼿
当
の
国
庫

負
担
を
現
⾏
四
分
の
三
か
ら
⼆
分
の
⼀
に
引
き
下
げ
、
⽣
活
保
護
の
住
宅
扶

助
な
ど
に
つ
い
て
は
国
庫
負
担
を
廃
⽌
す
る
と
発
表
し
た
。
命
と
暮
ら
し
を

脅
か
す
政
治
は
直
ち
に
や
め
る
よ
う
、
次
の
事
項
を
意
⾒
書
と
し
て
提
出
願

う
。

⼀
、
⽣
活
保
護
と
児
童
扶
養
⼿
当
の
国
庫
負
担
削
減
を
中
⽌
す
る
こ
と
。

⼆
、
⽼
齢
加
算
と
⺟
⼦
加
算
の
削
減
を
元
に
戻
す
こ
と
。

・
請
願
の
趣
旨

 
政
府
・
⽂
部
科
学
省
は
、
今
年
四
⽉
、
準
要

保
護
の
国
庫
負
担
の
廃
⽌
を
し
、
⼀
般
財
源
化

を
⾏
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
⾃
治
体
で
の

制
度
の
適
⽤
基
準
や
独
⾃
施
策
を
悪
く
す
る
動

き
が
出
始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、

就
学
援
助
制
度
を
よ
り
よ
い
制
度
に
す
る
た
め
、

次
の
項
⽬
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
意
⾒
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
よ
う
請
願
す
る
。

⼀
、
就
学
援
助
制
度
の
準
要
保
護
へ
の
国
庫
負

担
を
元
に
戻
す
こ
と
。

請願第8号 採択

就学援助制度の国庫負
担の復元に関する国へ
の意⾒書を求める

・
陳
情
の
趣
旨

 
⼦
ど
も
は
病
気
に
か
か
り
や
す
く
、
と
り
わ
け
乳

幼
児
は
抵
抗
⼒
が
弱
い
た
め
、
重
病
化
す
る
例
も
多

く
、
⼦
ど
も
の
治
療
費
は
⼦
育
て
中
の
若
い
両
親
の

肩
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
⼊
院
・
通
院
と
も

就
学
前
ま
で
の
医
療
費
無
料
化
は
切
実
な
願
い
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
次
の
事
項
を
陳
情
す
る
。

⼀
、
県
に
乳
幼
児
医
療
費
助
成
を
、
⼊
院
・
通
院
と

も
就
学
前
ま
で
に
拡
充
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
。

陳情第3号 採択

乳幼児医療費助成
の拡充を求める

・
陳
情
の
趣
旨

 
﹁
保
険
で
安
⼼
し
て
か
か
れ
る
医
療
を
﹂
と
い

う
の
は
、
国
⺠
共
通
の
願
い
で
す
。
国
庫
負
担
の

増
額
な
ど
医
療
保
険
に
対
す
る
国
の
責
任
を
強
め

る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
陳
情
す
る
。

⼀
、
健
保
三
割
負
担
を
⼆
割
に
戻
す
な
ど
患
者
負

担
を
軽
減
す
る
こ
と
。

⼆
、
⼊
院
時
の
⾷
費
、
部
屋
代
な
ど
の
患
者
負
担

を
増
や
さ
な
い
こ
と
。

三
、
⾼
齢
者
の
患
者
負
担
と
保
険
料
の
引
き
上
げ

を
⾏
わ
な
い
こ
と
。

陳情第5号 不採択

患者・国⺠負担増の医療改
⾰の中⽌と、「保険で安⼼し
てかかれる医療」を求める
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意⾒書四通
関係⼤⾂等に
 送付しました

﹁
真
の
地
⽅
分
権
改
⾰
の
確
実
な

 
 
実
現
﹂に
関
す
る
意
⾒
書
︵
抜
粋
︶

今後における⽣活保護と、児童
⼿当・児童扶養⼿当の国庫負担
削減の中⽌を求める意⾒書

 
⽣
活
保
護
や
児
童
扶
養
⼿
当
は
、
憲
法
第
⼆

⼗
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
が
国
⺠
に
健
康
で

⽂
化
的
な
最
低
限
度
の
⽣
活
を
保
障
す
る
重
要

な
制
度
で
あ
る
。
⽣
活
保
護
の
⽼
齢
加
算
や
⺟

⼦
加
算
の
削
減
は
、
⽣
活
保
護
受
給
世
帯
の
つ

つ
ま
し
い
最
低
⽣
活
を
さ
ら
に
切
り
下
げ
る
も

の
で
あ
る
。
国
に
お
い
て
は
、
地
⽅
に
負
担
転

嫁
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
配
慮

さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

⼀
、
児
童
⼿
当
、
児
童
扶
養
⼿
当
の
国
庫
負
担

削
減
を
撤
回
す
る
こ
と
。

⼆
、
今
後
に
お
い
て
、
⽣
活
保
護
の
国
庫
負
担

削
減
を
し
な
い
こ
と
。

三
、
⽣
活
保
護
の
⽼
齢
加
算
と
⺟
⼦
加
算
の
削

減
を
中
⽌
し
、
元
に
戻
す
こ
と
。

就学援助制度の国庫負担の
復元を求める意⾒書 

 
今
⽇
、
不
況
が
⻑
引
き
、
失
業
・
リ
ス
ト
ラ
な
ど

に
よ
っ
て
、
⼩
・
中
学
⽣
を
持
つ
保
護
者
の
⽣
活
は

⼤
変
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
就
学
援
助

制
度
を
申
請
す
る
⽗
⺟
が
増
え
、
教
育
費
の
負
担
の

軽
減
が
さ
れ
、
親
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

制
度
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
⼤
切
な
制
度
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
・
⽂
部
科
学
省
は
、
凖

要
保
護
の
国
庫
負
担
の
廃
⽌
を
し
、
⼀
般
財
源
化
を

⾏
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
⾃
治
体
で
の
制
度
の
適
⽤

基
準
や
独
⾃
の
上
乗
せ
施
策
を
悪
く
す
る
動
き
が
出

始
め
て
い
る
。
国
に
お
い
て
は
、
就
学
援
助
制
度
に

関
す
る
次
の
事
項
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

⼀
、
就
学
援
助
制
度
の
凖
要
保
護
へ
の
国
庫
負
担
を

元
に
戻
す
こ
と
。

 
国
に
お
い
て
は
、
地
⽅
税
財
政
対
策
に
お
い
て
、
真
の
地
⽅
分

権
改
⾰
を
実
現
す
る
よ
う
、
次
の
事
項
の
実
現
を
求
め
る
。

⼀
、
地
⽅
交
付
税
の
所
要
総
額
の
確
保

 
平
成
⼗
⼋
年
度
の
地
⽅
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
地
⽅
公
共
団

体
の
安
定
的
財
政
運
営
に
⽀
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
所

要
総
額
を
確
保
す
る
こ
と
。

⼀
、
三
兆
円
規
模
の
確
実
な
税
源
移
譲

 
三
兆
円
規
模
の
税
源
移
譲
に
当
た
っ
て
は
、
個
⼈
所
得
課
税

全
体
で
実
質
的
な
増
税
と
な
ら
な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⼀
、
都
市
税
源
の
充
実
確
保

 
個
⼈
住
⺠
税
は
、
市
町
村
へ
の
配
分
割
合
を
⾼
め
る
こ
と
。

⼀
、﹁
国
と
地
⽅
の
協
議
の
場
﹂
の
制
度
化

﹁
真
の
地
⽅
分
権
改
⾰
の
確
実
な
実
現
﹂
を
推
進
す
る
た
め
、

﹁
国
と
地
⽅
の
協
議
の
場
﹂
を
定
期
的
に
開
催
し
、
こ
れ
を
制

度
化
す
る
こ
と
。

議
会
制
度
改
⾰
の
早
期
実
現
に

 
 
 
 
 
 
関
す
る
意
⾒
書
︵
抜
粋
︶

 
本
格
的
な
地
⽅
分
権
時
代
を
迎
え
、
住
⺠
⾃
治
の
根
幹
を
な
す

議
会
が
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割
と
責
任
を
果
た
し
て
い
く
た
め

に
は
、
地
⽅
議
会
制
度
の
改
正
が
必
要
不
可
⽋
で
あ
る
。
国
に
お

い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な
制
度
改
正
が
⾏
わ
れ

れ
る
よ
う
求
め
る
。

⼀
、
議
会
の
招
集
権
を
議
⻑
に
付
与
す
る
こ
と
。

⼀
、
地
⽅
⾃
治
法
第
九
⼗
六
条
⼆
項
の
法
定
受
託
事
務
に
係
る
制

限
を
廃
⽌
す
る
な
ど
議
決
権
を
拡
⼤
す
る
こ
と
。

⼀
、
専
決
処
分
要
件
を
⾒
直
す
と
と
も
に
、
不
承
認
の
場
合
の
⾸

⻑
の
対
応
措
置
を
義
務
付
け
る
こ
と
。

⼀
、
議
会
に
附
属
機
関
の
設
置
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

⼀
、
地
⽅
⾃
治
法
第
⼆
〇
三
条
か
ら
﹁
議
会
の
議
員
﹂
を
除
き
、

別
途
﹁
公
選
職
﹂
と
い
う
新
た
な
分
類
項
⽬
に
位
置
付
け
る
と

と
も
に
、
職
務
遂
⾏
の
対
価
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
名
称
に
改
め
る
こ
と
。

（抜粋）
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・
総
務
省
 
退
職
債
に
つ
い
て

・
東
京
都
品
川
区

 
公
設
⺠
営
型
で
〇
〜
五
歳
児
の
⼀
貫
し
た
教
育
と
保
育
を
⾏
う
就
学

前
乳
幼
児
施
設
﹁
ぷ
り
す
く
ー
る
⻄
五
反
⽥
﹂
を
視
察
し
た
。

・
愛
知
県
⾼
浜
市

 
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
市
⼀
〇
〇
％
出
資
の
⼈
材
派
遣
会
社
﹁
⾼
浜
市
総

合
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
﹂
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
り
、

サ
ー
ビ
ス
を
落
と
さ
ず
⼈
件
費
を
抑
制
し
、
効
率
の
向
上
を
図
っ
て
い

る
。
そ
の
会
社
を
視
察
し
、
本
市
で
の
導
⼊
に
あ
た
り
環
境
整
備
及
び

法
⼈
化
へ
の
実
務
的
⼿
段
と
計
画
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

・
愛
知
県
半
⽥
市

 
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
⼈
に
管
理
委
託
さ
れ
て
い
る
学
校
地
域
共
⽤
施
設
総
合
型

地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
﹁
ソ
シ
オ
成
岩
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
﹂
の
管
理
運

営
と
地
域
へ
の
効
果
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

少
⼦
化
対
策

⺠
間
委
託

東
京
都
品
川
区

愛
知
県
⾼
浜
市

愛
知
県
半
⽥
市

循
環
バ
ス
運
⾏

資
源
ゴ
ミ
回
収

千
葉
県
柚
ケ
浦
市

東
京
都
江
⼾
川
区

学校給⾷の⺠間委託

⾏政業務の代⾏会社
愛知県豊川市

愛知県⾼浜市

下⽔道整備の⾒直し

指定管理者制度
福島県会津若松市

栃⽊県今市市

・
千
葉
県
柚
ケ
浦
市

市
内
循
環
バ
ス
が
運
⾏
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

経
緯
及
び
現
状
に
つ
い
て
調
査
。
交
通
空
⽩
地

帯
に
循
環
バ
ス
を
運
⾏
し
て
い
る
。
本
市
に
お

い
て
も
試
験
導
⼊
し
た
い
が
、
現
在
運
⾏
し
て

い
る
市
バ
ス
路
線
と
の
関
係
を
研
究
す
る
必
要

が
あ
る
。

・
東
京
都
江
⼾
川
区

同
区
で
は
、
資
源
回
収
業
者
が
、
⾃
転
⾞
、
空

き
⽸
な
ど
の
資
源
ご
み
を
買
い
上
げ
て
い
る
。

⾏
政
と
し
て
は
資
源
ご
み
収
集
を
し
て
い
な
い
。

本
市
に
お
い
て
も
、
買
い
上
げ
て
く
れ
る
業
者

が
い
な
い
か
ど
う
か
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
愛
知
県
豊
川
市

 
学
校
給
⾷
の
⺠
間
委
託
に
つ
い
て
調
査
。
同

市
に
は
、
中
学
校
六
校
、
⼩
学
校
⼗
六
校
が
あ

る
。
給
⾷
セ
ン
タ
ー
⼀
カ
所
、
共
同
調
理
場
ニ

カ
所
、
調
理
員
六
⼗
九
名
︵
パ
ー
ト
四
⼗
⼆
名

を
含
む
︶
で
給
⾷
業
務
を
賄
っ
て
い
る
。

・
愛
知
県
⾼
浜
市

 
⾼
浜
市
が
⼀

〇
〇
％
出
資
す

る
⾼
浜
総
合
サ

ー
ビ
ス︵
株
︶が
、

市
の
⾏
政
業
務

を
代
⾏
し
て
い

る
。
同
社
が
廉

価
で
、
ど
の
よ

う
に
代
⾏
業
務

に
取
り
組
ん
で

い
る
か
調
査
し

た
。

・
福
島
県
会
津

若
松
市

 
下
⽔
道
整

備
基
本
構
想

の
⾒
直
し
に

つ
い
て
調
査
。

 
当
初
は
農

業
集
落
排
⽔

事
業
で
汚
⽔
処
理
を
す
る
計
画
だ
っ
た
。
し
か

し
、
改
め
て
試
算
を
し
た
と
こ
ろ
、
⼀
⼾
当
た

り
の
建
設
コ
ス
ト
が
、
公
共
下
⽔
道
四
百
万
円
、

集
落
排
⽔
九
百
四
⼗
万
円
、
合
併
浄
化
槽
百
四

⼗
万
円
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
事
業
を
変
更

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
も
、
公

共
下
⽔
道
事
業
の
⾒
直
し
を
検
討
す
べ
き
だ
。

・
栃
⽊
県
今
市
市

 
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
調
査
。
応
募
し

て
き
た
⺠
間
事
業
者
を
審
査
の
上
、
指
定
管
理

者
に
選
定
し
て
い
る
。
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発
⾏
／
⼩
松
島
市
議
会
 
議
⻑
 
佐
野
善
作
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
編
集
／
議
会
広
報
特
別
委
員
会
 
委
員
⻑
 
天
⽻
 
 
篤

平成18年3⽉定例会⽇程
会期 3⽉10⽇∼3⽉27⽇

⽉ ⽇ 曜

午前10時

午前10時

午前10時

午前10時

午前10時

午前10時

午前10時

午前10時

⾦

⽕

⽔

⽊

⽉

⽔

⽊

⽉

3⽉10⽇

3⽉14⽇

3⽉15⽇

3⽉16⽇

3⽉20⽇

3⽉22⽇

3⽉23⽇

3⽉27⽇

開議時刻 議 事 備 考

総務常任委員会

⽂教厚⽣常任委員会

産業建設常任委員会

天 ⽻   篤

宮 崎 欽 司

中 ⼭   功

⼆ ⽊ 藤 昌

森 本   孝

⽴ 川 邦 男
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編 集 委 員

開 会（ 議 案 提 出 ）

質 疑・⼀ 般 質 問

質 疑・⼀ 般 質 問

質 疑・⼀ 般 質 問

委 員 会 審 査

委 員 会 審 査

委 員 会 審 査

議 決 ・ 閉 会

表紙応募写真

⽥浦町 松本⼀雄様徳島駅伝（⼩松島再出発地点）

裾野市議会

議 会  名 静岡県裾野市議会

⽇  時 平成17年11⽉８⽇

⼈  数 ５名

視察事項

・徳島⾚⼗字病院と消防署の合

同消防訓練について

・⼆学期制導⼊について

・第三次⼩松島市⾏政改⾰基本

⽅針について

・「地域住⺠計画」について

・南海地震に対しての「耐震促

進」事業について

・公営住宅の改修について




